
目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
…
…
…
…
一

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
二

○
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
三
十
号

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和

四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。「

第
二
十
号
様
式
中

「

を
　
　

」

に
改
め
る
。

」

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
十
七
条
第
一
項
各
号
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
行
う
べ

き
事
由
が
生
じ
た
福
祉
事
業
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
福
祉
事
業
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
一
号

山
梨
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
の
第
一
の
一
の
１
の
三
中
「
百
人
一
日
当
た
り
三
万
円
」
を
「
一
人
一
日
当
た
り
三
百
円
」
に

改
め
、
同
表
の
第
一
の
一
の
２
の
二
中
「
二
百
三
十
四
万
二
千
円
」
を
「
二
百
三
十
二
万
六
千
円
」
に

改
め
、
同
表
の
第
一
の
三
の
三
の
１
の
表
中
「
一
七
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
二

二
、
一
〇
〇
円
」
を
「
二
二
、
三
〇
〇
円
」
に
、「
三
二
、
六
〇
〇
円
」
を
「
三
二
、
八
〇
〇
円
」

に
、
「
三
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
九
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
四
九
、
五
〇
〇
円
」
を
「
四
九
、
八
〇

〇
円
」
に
、
「
七
、
二
〇
〇
円
」
を
「
七
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
二
八
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
八
、
六

〇
〇
円
」
に
、
「
三
六
、
七
〇
〇
円
」
を
「
三
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
五
一
、
二
〇
〇
円
」
を
「
五

一
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
六
〇
、
一
〇
〇
円
」
を
「
六
〇
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
七
五
、
四
〇
〇
円
」

を
「
七
五
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
三
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
の
第

山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
七
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
九
年

六
月
十
九
日

号
外
第
四
十
七
号

火　曜　日

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

休
養

リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン

（ ）三（ ）三

（ ）１（ ）二



一
の
三
の
三
の
２
の
表
中
「
七
、
五
〇
〇
円
」
を
「
七
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
三
〇
〇
円
」
を
　

「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
一
三
、
七
〇
〇
円
」
を
「
一
三
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
一
七
、
四
〇
〇

円
」
を
「
一
七
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
九
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
九
〇

〇
円
」
を
「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
六
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
一
九
、

九
〇
〇
円
」
を
「
二
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
五
、
二
〇
〇
円
」
を
「
二
五
、
四
〇
〇
円
」
に
改

め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
二
号

山
梨
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
八
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
排
出
水
」
を
「
汚
水
」
に
、「
平
成
十
九
年
六
月
三
十
日
」
を
「
平
成
二
十
二
年

六
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
中
「
平
成
十
九
年
六
月
三
十
日
」
を
「
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
項
中
「
排
出
水
」
を
「
汚
水
」
に
、「
平
成
十
九
年
六
月
三
十
日
」
を
「
平
成
二
十
二
年

六
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
項
中
「
平
成
十
九
年
六
月
三
十
日
」
を
「
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

附
則
別
表
一
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
別
表
一
（
附
則
第
三
項
│
第
五
項
関
係
）

規
　
　
制
　
　
基
　
　
準

（
単
位
　
ふ
っ
素
の
量
に
関

業
　
種
　
そ
　
の
　
他
　
の
　
区
　
分

し
て
、
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム
）

化
学
肥
料
製
造
業

一
〇

非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
業
（
貴
金
属
製
造
・
再
生
業
を
除
く
。）

一
一

ほ
う
ろ
う
鉄
器
製
造
業
（
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
汚
水
の
量
が

一
五

五
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

う
わ
薬
製
造
業
（
ほ
う
ろ
う
う
わ
薬
を
製
造
す
る
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
汚
水
の
量
が
五
〇
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

電
気
め
っ
き
業
（
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
汚
水
の
量
が
五
〇
立

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

旅
館
業
（
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
一
日
に
お
い
て
現
に
ゆ
う
出
し

て
い
な
か
っ
た
温
泉
（
温
泉
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十

五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

を
利
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
汚

水
の
量
が
五
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

ほ
う
ろ
う
鉄
器
製
造
業
（
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
汚
水
の
量
が

二
五

五
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

う
わ
薬
製
造
業
（
ほ
う
ろ
う
う
わ
薬
を
製
造
す
る
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
汚
水
の
量
が
五
〇
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

電
気
め
っ
き
業
（
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
汚
水
の
量
が
五
〇
立

五
〇

方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

旅
館
業
（
温
泉
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
一
日
当
た
り

の
平
均
的
な
汚
水
の
量
が
五
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の

又
は
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
一
日
に
お
い
て
現
に
ゆ
う
出
し
て
い

る
温
泉
を
利
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

附
則
別
表
二
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
別
表
二
（
附
則
第
六
項
関
係
）

山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
七
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

二

（ ）三

（ ）２



有
害
物
質
の
種
類

業
　
　
種
　
　
そ
　
　
の
　
　
他
　
　
の
　
　
区
　
　
分

規
制
基
準

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

ほ
う
ろ
う
鉄
器
製
造
業

五
〇

（
単
位
　
ほ
う
素
の
量
に

関
し
て
、
一
リ
ッ
ト
ル
に

う
わ
薬
製
造
業
（
ほ
う
ろ
う
う
わ
薬
を
製
造
す
る
も
の

つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）

に
限
る
。
）

貴
金
属
製
造
・
再
生
業

電
気
め
っ
き
業

下
水
道
業
（
旅
館
業
（
温
泉
を
利
用
す
る
も
の
に
限

る
。
）
に
属
す
る
指
定
工
場
等
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
又

は
廃
液
を
受
け
入
れ
て
お
り
、
か
つ
、
一
定
の
条
件
に

該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ほ
う
酸
製
造
業

八
〇

金
属
鉱
業

一
五
〇

粘
土
か
わ
ら
製
造
業
（
う
わ
薬
か
わ
ら
を
製
造
す
る
も

の
に
限
る
。
）

う
わ
薬
製
造
業
（
う
わ
薬
か
わ
ら
の
製
造
に
使
用
す
る

も
の
を
製
造
す
る
も
の
に
限
る
。
）

旅
館
業
（
温
泉
を
利
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

五
〇
〇

ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ

イ
ッ
ト
リ
ウ
ム
酸
化
物
製
造
業

一
五
〇

ウ
ム
化
合
物
、
亜
硝
酸
化

合
物
及
び
硝
酸
化
合
物

下
水
道
業
（
特
定
の
事
業
者
の
事
業
活
動
に
主
と
し
て

二
五
〇

（
単
位

ア
ン
モ
ニ
ア
性

利
用
さ
れ
る
公
共
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の
で
あ
り
、

窒
素
に
〇
・
四
を
乗
じ
た

か
つ
、
モ
リ
ブ
デ
ン
化
合
物
製
造
業
又
は
ジ
ル
コ
ニ
ウ

も
の
、
亜
硝
酸
性
窒
素
及

ム
化
合
物
製
造
業
に
属
す
る
指
定
工
場
等
か
ら
排
出
さ

び
硝
酸
性
窒
素
の
合
計
量

れ
る
水
又
は
廃
液
を
受
け
入
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。）

に
関
し
て
、
一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）

酸
化
コ
バ
ル
ト
製
造
業

四
〇
〇

電
気
め
っ
き
業

五
〇
〇

炭
酸
バ
リ
ウ
ム
製
造
業

八
〇
〇

畜
産
農
業

九
〇
〇

黄
鉛
顔
料
製
造
業

す
ず
化
合
物
製
造
業
及
び
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
化
合
物
製
造

一
八
〇
〇

業硝
酸
銀
製
造
業
、
モ
リ
ブ
デ
ン
化
合
物
製
造
業
及
び
バ

二
〇
〇
〇

ナ
ジ
ウ
ム
化
合
物
製
造
業

貴
金
属
製
造
・
再
生
業

四
〇
〇
〇

附
則
別
表
二
備
考
３
中
「
の
も
の
」
を
「
の
条
件
」
に
、「
当
該
終
末
処
理
場
に
水
」
を
「
当
該
下

水
道
に
水
」
に
、「
ご
と
に
、
当
該
指
定
工
場
等
か
ら
当
該
終
末
処
理
場
に
」
を
「
ご
と
の
」
に
、「
当

該
指
定
工
場
等
か
ら
当
該
終
末
処
理
場
に
」
を
「
当
該
下
水
道
に
水
又
は
廃
液
を
排
出
す
る
旅
館
業
に

属
す
る
指
定
工
場
等
ご
と
の
」
に
、「
当
該
終
末
処
理
場
か
ら
」
を
「
当
該
下
水
道
か
ら
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
三
号

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
七
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
十
九
日

三



る
。別

表
第
二
の
八
の
表
建
築
指
導
課
の
項
第
二
号
中
５
を
削
り
、
１１５
を
１３５
と
し
、
１０１
か
ら
１１４
ま
で
を
１２１

か
ら
１３４
ま
で
と
し
、
同
号
１００
中
「
９５
」
を
「
１２１
」
に
改
め
、
同
号
中
１００
を
１２０
と
し
、
９９
を
１１９
と
し
、
９８

を
１１２
と
し
、
１１２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１１３

第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
構
造
計
算

○
　
　
　

適
合
性
判
定
業
務
規
程
の
変
更
の
命
令
　
　
　
　

１１４

第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
指
定
構
造
計
算

○
　
　
　

適
合
性
判
定
機
関
へ
の
監
督
上
必
要
な
命
令
　
　
　
　

１１５

第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
構

○
　
　
　

造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
　
　
　
　

１１６

第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
構

○
　
　
　

造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
業
務
の
休
止
及
び
廃
止
の
許
可
　
　
　
　

１１７

第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
構

○
　
　
　

造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
指
定
の
取
消
し
　
　
　
　

１１８

第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
構

○
　
　
　

造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
指
定
の
取
消
し
及
び
業
務
停
止
の
命

令
別
表
第
二
の
八
の
表
建
築
指
導
課
の
項
第
二
号
中
９７
を
１１０
と
し
、
１１０
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１１１

第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
構
造
計
算

○
　
　
　

適
合
性
判
定
員
の
解
任
の
命
令
　
　
　
　

別
表
第
二
の
八
の
表
建
築
指
導
課
の
項
第
二
号
中
９６
を
１０９
と
し
、
９５
を
１０８
と
し
、
９４
を
１０７
と
し
、
同

号
９３
中
「
第
七
十
七
条
の
三
十
」
を
「
第
七
十
七
条
の
三
十
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中
９３
を
１０３
と
し
、

１０３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１０４

第
七
十
七
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
確
認
検
査

○
　
　
　

機
関
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
　
　
　
　

１０５

第
七
十
七
条
の
三
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
確
認
検
査

○
　
　
　

機
関
に
対
す
る
立
入
検
査
　
　
　
　

１０６

第
七
十
七
条
の
三
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
確
認
検
査

○
　
　
　

機
関
の
業
務
停
止
の
命
令
等

別
表
第
二
の
八
の
表
建
築
指
導
課
の
項
第
二
号
中
９２
を
１０２
と
し
、
８９
か
ら
９１
ま
で
を
９９
か
ら
１０１
ま
で

と
し
、
８８
を
９６
と
し
、
９６
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

９７

第
七
十
七
条
の
十
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
へ

○
　
　
　

の
意
見
の
申
述
　
　
　
　

９８

第
七
十
七
条
の
十
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
行
政
庁
の
意

○
　
　
　

見
の
聴
取

別
表
第
二
の
八
の
表
建
築
指
導
課
の
項
第
二
号
中
８７
を
９５
と
し
、
２６
か
ら
８６
ま
で
を
３４
か
ら
９４
ま
で

と
し
、
同
号
２５
中
「
２６
」
を
「
３４
」
に
改
め
、
同
号
中
２５
を
３３
と
し
、
１８
か
ら
２４
ま
で
を
２６
か
ら
３２
ま

で
と
し
、
同
号
１７
中
「
第
十
八
条
第
十
三
項
第
一
号
」
を
「
第
十
八
条
第
二
十
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、

同
号
１７
を
同
号
２５
と
し
、
同
号
１６
中
「
第
十
八
条
第
十
三
項
第
一
号
」
を
「
第
十
八
条
第
二
十
二
項
第

一
号
」
に
、「
１７
」
を
「
２５
」
に
改
め
、
同
号
中
１６
を
２４
と
し
、
１５
を
２０
と
し
、
２０
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

２１

第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
専
門
的
な
識
見
を
有
す
る
者

○
　
　
　

の
意
見
の
聴
取

２２

第
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
の
交
付

○
　
　
　

２３

第
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
の
交
付

○
　
　
　

別
表
第
二
の
八
の
表
建
築
指
導
課
の
項
第
二
号
１４
を
同
号
１９
と
し
、
同
号
１３
中
「
１４
」
を
「
１９
」
に

改
め
、
同
号
中
１３
を
１８
と
し
、
７
か
ら
１２
ま
で
を
１２
か
ら
１７
ま
で
と
し
、
同
号
６
中
「
７
」
を
「
１２
」

に
改
め
、
同
号
中
６
を
１１
と
し
、
４
を
１０
と
し
、
同
号
３
中
「
第
七
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
七
条
の
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四



三
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
中
３
を
９
と
し
、
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
　
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
専
門
的
な
識
見
を
有
す
る
者
の

○
　
　
　

意
見
の
聴
取

４
　
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
の
交
付

○
　
　
　

５
　
第
六
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
の
交
付

○
　
　
　

６
　
第
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
専
門
的
な
識
見
を
有
す
る

○
　
　
　

者
の
意
見
の
聴
取

７
　
第
六
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
の
交
付

○
　
　
　

８
　
第
六
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
の
交
付

○
　
　
　

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
六
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
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